
飯豊町中小企業振興条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、飯豊町中小企業振興条例（平成２５年条例第５号。以下「条例」という。）

の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（中小企業振興審議会） 

第２条 条例第１１条の飯豊町中小企業振興審議会（以下「審議会」という。）は、次に掲げる

事務を行う。 

（１） 町長の諮問に応じ、条例第９条各号に掲げる施策の基本方針に関し調査審議し、及

び意見を述べること。 

（２） その他中小企業の振興に関する事項について調査審議し、及び意見を述べること。 

（審議会の組織） 

第３条 審議会は、委員１０名以内をもって組織し、町長が委嘱する。 

２ 委員の任期は２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（審議会の会議） 

第５条 審議会の会議は、会長が招集し会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。 

（庶務） 

第６条 審議会の庶務は、商工観光課において処理する。 

 （財政上の措置） 

第７条 条例第１０条に規定する企業の振興に資する施策を推進するための財政上の措置とし

て、予算の範囲内において飯豊町中小企業振興事業費補助金を中小企業者に対し交付するも

のとする。 

 （補助金審査委員会の設置） 

第８条 町長は、前条の飯豊町中小企業振興事業費補助金の交付の申請があった場合は、その

内容を審査し可否を決定するため、飯豊町中小企業振興事業費補助金審査委員会（以下「審

査委員会」という。）を設置する。 



（審査委員会の構成） 

第９条 審査委員会は、委員５人以内をもって構成し、町長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。 

 （委員長及び副委員長） 

第 10 条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その

職務を代理する。 

（審査委員会の会議） 

第 11 条 審査委員会の会議は、町長が招集し、委員長が会議の議長となる。 

（委任） 

第 12 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 飯豊町行政組織規則（平成１８年規則第１号）の一部を次のように改正する。 

第３９条の表中 

 「  

飯豊町農政審議会 町長の諮問に応じ、農業の諸施策等

に関し調査審議すること。 

産業振興課 

飯豊町林業振興協議

会 

町長の諮問に応じ、林業振興対策の

重要事項に関し調査審議すること。 

飯豊町企業振興委員

会 

 

町長の諮問に応じ、企業振興対策の

重要事項に関し調査審議すること。 

飯豊町温泉審議会 

 

町長の諮問に応じ、温泉の有効利用

等に関し調査審議すること。 

                                    」を 

「  

飯豊町農政審議会 町長の諮問に応じ、農業の諸施策等

に関し調査審議すること。 

農林振興課 

飯豊町林業振興協議

会 

町長の諮問に応じ、林業振興対策の

重要事項に関し調査審議すること。 

飯豊町企業振興委員 町長の諮問に応じ、企業振興対策の 商工観光課 



会 重要事項に関し調査審議すること。 

飯豊町中小企業振興

審議会 

町長の諮問に応じ、中小企業振興施

策に関し調査審議すること。 

飯豊町温泉審議会 

 

町長の諮問に応じ、温泉の有効利用

等に関し調査審議すること。 

                                      」 

  に改める。 


